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耐震強度不足のマンションについて、建築
確認済証を交付した指定確認検査機関は国賠
法に基づき損害を賠償する責任を負い、設計
者である設計事務所の代表者は不法行為によ
る損害賠償責任を負い、設計事務所も、会社
法により損害賠償責任を負うとして、マン
ションの建替費用等の支払いを命じた事例

（横浜地裁　平成24年１月31日判決　一部容
認　一部棄却・控訴　ウエストロー・ジャパ
ン）

１　事案の概要

⑴　本件は、分譲マンションの購入者らＸが、
マンションには耐震強度不足の瑕疵がある
として、

①指定確認検査機関Ｙ１に対し、Ｙ１の従業
員Ａが構造計算書の問題を指摘したにもか
かわらず、指摘後の修正が適切であったか
どうかを確認しないまま建築確認をしたな
どの過失がある、

②自らを設計者として確認申請の届出をした
設計会社Ｙ２の代表者Ｙ３に対し、設計者
は基本的な安全性が欠けることがないよう
に配慮すべき注意義務を負うが、最低限の
チェック義務を怠った不法行為責任があ
る、

③Ｙ２に対し、同事務所に所属する一級建築
士であるＹ３の設計事業執行の不法行為責
任により損害について、使用者責任および

会社法による責任がある。
として、損害賠償を請求した事案である。
なお、Ｘは特定行政庁Ｙ４にも国賠法上の

責任による損害賠償を請求しているが、紙幅
の関係から上記Ｙ１〜Ｙ３への請求について
のみ紹介する。
⑵　当事者の関係は、次のとおりである。
分譲マンション売主分譲→Ｘ購入者ら
↓ 設計監理業務全般の発注

Ｙ２設計事務所、Ｙ３設計者＝Ｙ２の代表者
　　 ↓構造計算の発注
　　Ｂ１構造計算事務所、Ｂ２Ｂ１の従業員
　　確認申請
Ｙ１指定確認検査機関、ＡＹ１の従業員
　　Ｙ４特定行政庁
⑶　認定された事実は次のとおりである。
①平成14年７月、分譲マンションの売主は、

設計業務全般をＹ２に依頼し、Ｙ２は、そ
のうち構造設計を構造計算事務所Ｂ１に依
頼した。

②Ｂ１の従業員Ｂ２は、構造計算プログラム
を用いて構造計算を行い、構造計算書を建
築確認申請書類の一部としてＹ２に提供し
た。なお、Ｂ２は保有水平耐力の算定に当
たって選択した耐力壁の種別の選定を誤っ
た。

③同年10月、Ｙ２は、売主の代理人兼設計者
として、Ｙ１に建築確認の申請を行った。

④Ａは、構造計算上、安全率が基準値を満た

最近の判例から ⑾−耐震偽装−

耐震強度が不足しているマンションの設計を行った設計
者及び設計事務所並びに建築確認済証を交付した指定確
認検査機関に対する損害賠償請求が認められた事例

（東京地判　平２４・１・３１　ウエストロー・ジャパン）　中村 行夫
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していないことを発見し、Ｙ２にＢ２の連
絡先および氏名を聞いたうえで、Ｂ２に構
造計算の誤りについて指摘し、その是正を
求めた。

⑤Ｙ３は、構造計算に係る事項に関し、Ｙ１
とＢ２ないしＢ１との間のやり取りに任せ
た。

⑥Ｂ２は、耐震壁の鉄筋量を増加させる設計
変更を行い、手書きで修正を行った。なお、
この判断は誤りで、安全率は基準値を満た
さず、必要な強度は確保されなかった。

⑦同年11月、Ａは、前記の手書きによる修正
の誤りを是正せず、Ｙ１は「建築確認済証」
を交付した。

２　判決の要旨

裁判所は、以下のように判示し、Ｘの請求
を一部容認した。
⑴　建築確認の審査業務を行うＡは、手書き

の修正が適正なものであるかどうかを確認
する義務があったところ、確認しないまま
建築確認を行ったのであるから、義務を
怠った過失があると認められる。
⑵　Ｙ１は、その従業員であったＡの過失に

より、耐震強度不足を生じさせたのである
から、国賠法１条１項に基づき、Ｘに生じ
た損害を賠償する責任を負う。なお、Ｘは、
不法行為とのみ主張しているが、Ｙ１は、
国賠法上の損害賠償責任を負うと解され、
本件も国賠法に基づく請求が含まれている
ものと解する。
⑶　Ｙ２が構造設計をＢ１に依頼することは

やむを得ないとしても、Ｙ３は、Ｙ２の代
表者として、設計業務全体について責任を
持つべき立場であったから、構造設計につ
いても誤った設計がなされないように注意
すべき義務がある。
⑷　耐震強度が不足し、建物の基本的な安全

性を欠いていることは明らかであるから、
Ｙ３は過失によって耐震強度不足を引き起
こしたものとして、Ｘに対して不法行為に
よる損害賠償責任を負い、Ｙ２もＸに対し
会社法350条（代表者の行為についての損
害賠償責任）により損害賠償責任を負うと
いうべきである。
⑸　Ｘの損害を回復するためには、建替えを

行う必要があるというべきであって、建替
え費用は、Ｙ１、Ｙ３およびＹ２の行為と
相当因果関係がある損害ということができ
る。
⑹　Ｙ１、Ｙ３およびＹ２は、連帯して、建

替え費用（11億7500万円余）および引越費
用等、慰謝料ならびに弁護士費用を支払え。
⑺　なお、Ｙ４への請求については、特定行

政庁は一定の監督権限を与えられている
が、本件についてはその監督権限を行使す
ることを怠ったとは認められないとして損
害賠償責任を否定した。

３　まとめ

耐震強度が不足しているマンションについ
て、指定確認検査機関が行った建築確認に瑕
疵があるか否かについては、損害賠償請求が
認められた事例と否定された事例があるが、
本事案は、指定確認検査機関の従業者には審
査業務において求めた是正に関する修正が適
正であるかを確認する義務があり、その義務
を怠ってなされた建築確認には過失があると
して、指定確認検査機関の損害賠償責任を肯
定したものとして参考になろう。
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建築主から建物を購入した買主等が、建物
にはひび割れや鉄筋の耐力低下等の瑕疵があ
ると主張して、設計・工事監理業者及び建築
工事施工業者に対し、不法行為に基づく損害
賠償として、瑕疵の修補費用相当額等を請求
する事案において、第２次上告審で「建物と
しての基本的な安全性を損なう瑕疵」には、
放置するといずれは居住者等の生命、身体又
は財産に対する危険が現実化することになる
瑕疵も含まれるとされ、更に審理する必要が
あるとして差し戻された第３次控訴審におい
て、当該瑕疵であると認められ、かつ、施工
業者等に故意過失が認められるものについ
て、賠償責任を認め、第一審判決を変更して
損害を減額認定した事例（第３次控訴審：福
岡高裁平成24年１月10日判決、第２次上告
審：最高裁平成23年７月21日判決、第２次控
訴審：福岡高裁平成21年２月６日判決、第１
次上告審：最高裁平成19年７月６日判決、第
１次控訴審：福岡高裁平成16年12月16日判決、
第一審：大分地裁平成15年２月24日判決　ウ
エストロージャパン）

１　事案の概要

本件は、９階建ての共同住宅・店舗として、
建築された建物（本件建物）を、その建築主
から、Ａと共同で購入し、その後にＡの権利
義務を相続により承継した原告ら（買主・元
所有者）が、本件建物にはひび割れや鉄筋の

耐力低下等の瑕疵があると主張して、その設
計・工事監理をした被告Ｙ１並びに建築工事
を施工した被告Ｙ２に対し、不法行為に基づ
く損害賠償として、上記瑕疵の修補費用相当
額等を請求する事案である。なお、本件建物
は、本件の第一審係属中に競売により第三者
に売却されている（平成14年６月）。

第一審は原告らの請求を一部認容したが
（損害賠償額等算定額：約7393万円等）、その
後、控訴審、上告審などの経過がある。

第２次上告審は、
①　「建物としての基本的な安全性を損なう

瑕疵」（「本件瑕疵」）とは、居住者等の生命、
身体又は財産に対する現実的な危険をもた
らしている場合に限らず、放置するといず
れは居住者等の生命、身体又は財産に対す
る危険が現実化することになる瑕疵も含ま
れる、

②　「本件瑕疵」には、建物の倒壊等に至る
構造耐力に関わる瑕疵はもとより、外壁、
開口部、ベランダ、階段等や漏水・有害物
質発生等に係る瑕疵も該当するが、美観や
居住環境の快適さを損なうにとどまる瑕疵
は該当しない、

③　建物所有者が、当該建物を第三者に売却
するなどして、その所有権を失った場合で
あっても、その際、修補費用相当額の補填
を受けたなど特段の事情がない限り、一旦
取得した損害賠償請求権を当然に失うもの

最近の判例から ⑿−建物の基本的な安全性−

「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に該
当し、かつ、施工業者等に故意過失が認められる瑕
疵を認定した事例

（福岡高判　平２４・１・１０　ウエストロージャパン）　東 真生
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ではない、と判示し、これらの見地に立っ
て更に審理を尽くさせるため高裁に差し戻
した。

２　判決の要旨

裁判所は、第２次上告審の判断の拘束力を
受けて（民事訴訟法325条３項）、改めて、第
一審のうちの不法行為責任に関する各控訴人
の控訴について判断した。したがって、審理
の対象は、施工業者等が不法行為責任を負う
場合があることを前提として、本件建物に「本
件瑕疵」があるか否か、ある場合にはそれに
より一審原告ら（買主・元所有者）の被った
損害があるか等一審被告ら（Ｙ１、Ｙ２）の
不法行為責任の有無についてである。
⑴　不法行為責任の内容

一審原告は、不法行為責任の成立について、
建築基準法等の規制・基準の内容が建物の財
産性の最低基準を形成しており、これに反し
た建物の建築については不法行為となる旨主
張するが、第２次上告審の判示によれば、法
規の規準をそのまま当てはめるのではなく、
基本的な安全性の有無について実質的に検討
するのが相当である。
⑵　本件建物の瑕疵及び一審被告らの責任
①　本件における一審原告の請求は、瑕疵担

保ではなく不法行為を理由とする請求であ
るから、瑕疵のほか、これを生じるに至っ
た一審被告らの故意過失についても立証が
必要であり、過失については、損害の原因
である瑕疵を回避するための具体的注意義
務及びこれを怠ったことについて立証がな
される必要がある。

②　「本件瑕疵」に該当し、かつ、一審被告
ら（Ｙ１：設計・工事監理業者、Ｙ２：建
築工事施工業者）に故意過失があると認め
られる瑕疵は次のとおり。これらをもとに、
損害賠償額等を算定（Ｙ１に約973万円等、

Ｙ１・Ｙ２に連帯して約2848万円等）。
○　903号室及び906号室の床スラブのひび割

れ（Ｙ１・Ｙ２とも故意過失）
○　Ｂ棟床スラブの（天井スラブ）の構造上

の瑕疵（Ｙ１に故意過失）
○　Ｂ棟配管スリーブの梁貫通による耐力不

足（Ｙ１に故意過失）
○　Ａ棟各居室のバルコニー手すりのぐらつ

き（Ｙ１・Ｙ２とも故意過失）
○　Ｂ棟２階事務所床の鉄筋露出（Ｙ１・Ｙ

２とも故意過失）
○　屋内立配管に漏れがあること、パイプス

ペース内の配管が垂直でないこと及び立配
管接続部の隙間（Ｙ１・Ｙ２とも故意過失）

○　Ａ棟廊下各階の自動火災報知器の錆等
（Ｙ１・Ｙ２とも故意過失）
⑶　本件建物競売後の損害賠償請求の可否

第２次上告審が判示するとおり。

３　まとめ

本件は、第２次上告審が「建物としての基
本的な安全性を損なう瑕疵」について判示
し、その具体的な考え方について高裁に審理
をさせていた判決である。

どのような瑕疵が「建物としての基本的な
安全性を損なう瑕疵」にあたるのか、また、
施工業者等における故意過失があるか否かの
認定等について詳細に判示されており、将来
の危険性も含む瑕疵の範囲やその責任の所在
等の長期にわたる責任追及を取り巻く課題は
あるものの、実務上参考になる事例であり、
不動産取引における説明責任等の観点からも
重要と考えられる。

なお、RETIO84号には、第２次上告審に
関して、不動産取引紛争事例等調査研究委員
会（第266回）における検討報告（86ページ
〜）、注目の判例：第２次上告審の解説（101
ページ〜）を掲載しているので、参考とされ
たい。
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建物部分について、何らの権限なく他の建
物の賃借人が通路として使用しているとし
て、所有権に基づく妨害排除請求として建物
部分の使用禁止を求めるとともに、使用して
いることによって１か月あたり３万円の損害
を被っているとして、建物部分の使用を中止
するまで１か月３万円の割合による金員を支
払うことを求めた事案において、建物部分を
使用してはならないとされたがその余の請求
は棄却された事例（東京地裁　平成23年12月
27日判決　一部認容　ウエストロー・ジャパ
ン）

１　事案の概要

⑴　本件建物２及び本件建物３は、一棟の建
物（以下「本件ビル」という。）であり、本
件建物２と本件建物３は、それぞれ区分所有
権の対象とされている。本件建物１は、本件
建物２の１階の一部で、玄関ホール、風除室
及び廊下等となっている。
⑵　株式会社Ａ及び被告Ｙ銀行は、昭和46年
４月22日、Ａにおいて本件ビルを建設した上
で、本件ビルのうち本件建物３に相当する部
分をＹに譲渡し、Ｙが本件建物３を銀行店舗
として使用することを内容とする契約（以下

「建物建築に関する契約」という。）を締結し
た。
⑶　その後、建物建築に関する契約に基づく
Ａの権利義務は、Ａが全額出資して設立され
たＡ１に本件ビルの所有権は譲渡され、Ａ１
は本件建物３をＹに譲渡し、Ｙが本件建物３

の所有権を取得した。
⑷　また、Ａ及びＡ１は合併し、Ａが存続会
社となって、本件建物２の所有権を取得し、
Ｂ社に対し、本件建物２の所有権を譲渡し、
Ｂは、建物建築に関する契約を含むＡのＹに
対する権利義務を承継した。
⑸　Ｙは、昭和63年４月14日、Ｂから委託を
受けたＣ社との間で、本件建物３の共益費に
関して覚書を取り交わした。本件覚書におい
ては、本件ビルの設備のうち、電気供給設備、
給水設備、駐車場敷地に加え、本件建物１に
相当する本件ビルの玄関ロビー及び廊下の使
用に関し、Ｙが、Ｃに対して共益費として１
か月６万円を支払う旨の合意がされた。
⑹　Ｂは、平成３年12月12日、100％子会社
として原告Ｘ社を設立し、同月24日、Ｘに対
し、本件建物２の所有権を譲渡した。
⑺　Ｙは、平成15年３月28日、本件建物３の
所有権をＤ社に譲渡した。
⑻　Ｘ及びＤは、平成21年６月23日、本件ビ
ルの建物付属設備の設置費及び保守管理費用
について、「建物付属設備（施設）に関わる
覚書」と題する書面を取り交わしたが、本件
建物１の使用についての記載は存在しない。
⑼　Ｙは、前記のとおり本件建物３の所有権
を取得して以降、本件建物３をＹ浜松町支店
の銀行店舗として使用しており、Ｙが本件建
物３の所有権をＤに譲渡してからは、Ｄとの
間で賃貸借契約を締結している。Ｙは、Ｙ浜
松町支店の営業に関連して、本件建物１を、
Ｙの役員、従業員、顧客等の通路として使用

最近の判例から ⒀−専有部分の使用禁止−

所有権に基づく妨害排除請求として、建物部分の通
路の使用禁止が認められた事例

（東京地判　平２３・１２・２７　ウエストロー・ジャパン）　松木 美鳥
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していた。
⑽　Ｘは、Ｙに対し、本件建物１について、
何らの権限なくＹが通路として使用している
と主張して、所有権に基づく妨害排除請求と
して本件建物１の使用禁止を求めるととも
に、使用していることによってＸが１か月あ
たり３万円の損害を被っていると主張して、
本件建物１の使用を中止するまで１か月３万
円の割合による金員を支払うことを求め、提
訴した。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を
一部認容した。
⑴　Ｙは、Ａ又はＡ１との間で、Ｙが本件建
物３を銀行店舗として使用することを前提
に、地役権類似の無名契約が成立していたな
どと主張するものの、使用権限の存続期間に
ついていかなる合意が成立したというのか、
なんら具体的な主張をしていないし、その使
用権限の内容について記載された契約書等の
書面も作成されていない。また、本件建物３
自体の出入口が設けられており、本件建物１
を使用しなければ、本件建物３に出入りする
ことができない、あるいは銀行営業を行うこ
とができないということはないと認められ、
このことからすれば、前記認定のとおり、本
件ビルの建設の際、Ｙによる銀行店舗として
の使用が前提とされ、実際にＹ行員用の通用
口が設けられているものの、これらの事実か
ら、ＹとＡ又はＡ１との間で、Ｙが本件建物
３を使用する限り本件建物１を通路として使
用できるとの合意が成立したと推認すること
はできない。本件覚書においても、本件ビル
内の他の施設利用とともに、本件建物１の利
用に関連して、共益費として１か月６万円を
Ｃに支払うとの合意がされているのみであっ
て、Ｙも、本件覚書が単なる共益費の合意に

過ぎない旨主張しているから、本件覚書によ
り、ＹがＣに対価を支払って、本件建物１を
使用する権利を有することが合意されたと認
めることもできない。
⑵　そうすると、本件において認められる事
実からは、Ｙが、Ａ、Ａ１又はＢとの間で、
Ｙが本件建物１を使用することができるとす
る合意が成立したとしても、この合意が強い
拘束力を有すると解することはできず、少な
くとも、当事者の一方がこの合意を終了させ
る意思表示をすれば、合意は終了すると解す
るのが相当である。そして、本件において、
Ｘが、Ｙによる本件建物１の使用禁止を求め、
平成23年９月２日の本件第４回口頭弁論期日
において、Ｙが主張する合意を解除する旨の
意思表示をしたことは当裁判所に顕著な事実
であるから、遅くとも、同日の時点で、Ｙは
本件建物１の使用権限を喪失していると認め
るのが相当である。

したがって、ＸはＹに対し、所有権に基づ
く妨害排除請求として、本件建物１の使用禁
止を認め、その余の請求は理由がないからこ
れを棄却する。

３　まとめ

本判決は、建物部分について、使用するこ
とができるとする合意が成立したとしても、
当事者の一方がこの合意を終了させる意思表
示をすれば、合意は終了すると解するのが相
当であるとし、所有権に基づく妨害排除請求
として建物部分の使用禁止を認めた事案であ
り、実務上参考になろう。

なお、所有権に基づく妨害排除請求が認め
られた判例として、特別区道の不存在確認
及び各記載の抹消を求めた事案（東京地判
H23.10.11）、真正な登記名義の回復を原因と
する所有権移転登記手続を求めた事案（東京
地判H23.8.18）がある。
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別荘地の管理業務を引継いだ更生会社が、
更生会社の前身となる開発分譲会社が被告ら
に売却した別荘地について、管理委託契約を
包括承継して別荘地を管理してきたとして、
更生会社管財人による被告らへの滞納管理費
請求が認容された事例（東京地裁　平成23年
11月18日判決　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要　

Ｙ１〜Ｙ５は、山梨県所在の別荘地を、開
発分譲会社から、昭和52年〜平成14年に、各々
購入した。同社は昭和45年に設立され、平成
元年に商号変更、15年には会社分割制度を活
用して商号変更、会社分割により新会社が新
設された。新会社は、別荘地の管理事業等を
承継し、別荘地の管理規約、別荘地オーナー
との管理委託契約等の権利義務関係を包括的
に承継した。新会社は、平成16年に商号変更
し、平成20年５月に更生開始決定を受け、Ｘ
が更生会社の管財人に選任された。（以下、
更生会社の前身会社を含めて全て「管理会社」
と表記することがある。）

管理会社は、平成17年度に本件別荘地の管
理費の値上げ措置を講じ、Ｙ１らに対し書面
で通知した。Ｙ２はⅩに対し平成19年１月書
面により、別荘地についての管理委託契約を
解除する意思表示をした。

Ｘは、Ｙ１らに対し平成17年度以降滞納し
ている管理費（22万500円〜 51万6600円）及
び遅延利息の支払いを求めて提訴した。

２　判決の要旨

裁判所は以下のとおり判示して、Ⅹの請求
を認容した。
⑴　管理委託契約の成否

証拠及び弁論の全趣旨によれば、Ｙ１らは、
更生会社の前身の会社との間で各々売買契約
書を取り交わし、同書面の中で「売主、買主
ともに別に定める管理規約を承継し、遵守す
るものとする。」旨規定していることが認め
られる。また、Ｙ１らは平成16年まで、管理
費を支払っている。それらを併せ考慮すると、
Ｙ１らは管理委託契約に同意していないと主
張するが、Ｙ１らと管理会社は、それぞれ管
理委託契約を締結したことは明らかである。
⑵　管理業務の履行の有無

管理会社は、Ｙ１らを含む別荘地の所有者
との間の管理委託契約に基づき、本件別荘地
を管理費相応の管理を行ってきていると認め
られる。Ｙ１らは、本件別荘地では境界縁石
等が埋没し、草木が生育し荒地同様であって
管理が不十分であり、管理の実態はないと主
張する。また、Ｙ２は、通勤前に除雪が終了
していない、草刈りも建物が建っていない土
地のみで行っている、パトロールが不十分で
火事を防げなかった等と主張する。しかし、
管理会社の管理センターの人員及び予算から
みて広大な本件別荘地全体を短時間で除雪す
ることは期待できないこと、草刈りは共用部
分の草刈りで個人所有の別荘地の草刈りは別
途行うことになっていること、漏電を原因と

最近の判例から ⒁−別荘地の滞納管理費−

別荘地の開発分譲会社から管理業務を引継いだ更生会社の管財人
による別荘地所有者に対する滞納管理費請求が認容された事例

（東京地判　平２３・１１・１８　ウエストロー・ジャパン）　小野 勉
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する火事はパトロールの回数を増やすことで
防げるものではないことなどに照らせば、Ｙ
２の上記供述は採用することができない。Ｙ
１らの指摘するように、本件別荘地の管理に
個々の点で不十分な事態があるとしても、こ
れをもって管理会社が本件別荘地全体につい
て管理費相応の管理をしているという上記認
定は左右されない。したがって、Ｙ１らの上
記主張は採用できない。
⑶　平成17年度の管理費値上げについて

本件別荘地の管理規約には、物価変動、公
租公課等の変動、管理業務の見直し等がある
場合には、管理費を見直し、必要があれば管
理費の改定ができると定めがある。

前身の会社が本件別荘地の所有者との間で
管理委託契約を締結した当時から、管理費値
上げに関する規定はあったが、平成４年に約
10％の値上げがされた後、その後値上げはな
されなかった。しかし、平成16年度までの管
理業務の費用の全てを、管理費で賄うことが
できず、前身会社における不動産販売事業の
収入で補填をしていたものである。平成17年
度の管理費の値上げは、他の事業の収入悪化
を受け管理経費の補填ができなくなったた
め、管理事業単体として独立採算を図る必要
からなされたものである。値上げ幅も、管理
会社が積算した必要予算額が従前の管理費の
額の1.75倍であり、実際の管理経費もこれに
ほぼ見合った額であること等からみて、値上
げの額は相当であるということができる。
⑷　Ｙ２の管理委託契約解除の有効性

Ｙ２は、管理会社との管理委託契約は準委
任であるから、民法651条１項に基づき、本
件解除をしたと主張する。しかし、売買契約
書において「売主買主とも別に定める管理規
約を承諾し、遵守するものとする。」旨が規
定されており、契約書全体を精査しても、管
理委託契約を任意に解除することができる趣

旨は窺えない。この管理委託契約は、信頼関
係を破壊する特段の事情が生じない限り、委
任者側から一方的に解約することができない
ものと解するのが相当である。本件において
信頼関係を破壊する特段の事情はないから、
Ｙ２は管理委託契約を解除することはできな
い。

Ｙ２は管理費支払義務が別荘地の所有権取
得と密接不可分の債務であるとの説明を受け
ていないと主張するが、売買契約書の第三者
への譲渡の際、事前に管理会社に通知する義
務等を規定していることからして、管理費支
払義務と別荘地取得は密接一体の関係にある
ことを読み取ることができ、Ｙ２の上記主張
は、民法651条１項による解除が許されない
との判断を左右しない。

Ｙ２は管理会社の管理が不十分であり、債
務不履行があるから、これを理由として解除
したと主張するが、管理会社に債務不履行は
あるとはいえない。したがって、Ｙ２の本件
解除は無効である。

３　まとめ　

本件は、別荘地の管理業務について、管理
業務受託者の交代が繰り返されたものの、明
確に管理委託契約が締結されているとして、
管理業務を包括承継している更生会社に同契
約に基づく管理費の請求を認めたものであ
る。

なお、別荘地の管理費の裁判例としては、
別荘団地の道路等を譲り受け管理を行ってい
る管理業者が、別荘地所有者に対して管理費
を請求したが、管理契約の締結がないため管
理費の請求根拠はないとした事例（東京地判
　Ｈ22・３・24判決　ウエストロー・ジャパ
ン　RETIO81-100）がある。
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競売手続により区分所有建物を買い受け、
前所有者が滞納した管理費等を支払った買受
人が、破産手続を経て免責許可決定を受けた
前所有者に対し、前記管理費等の求償を請求
した事案において、破産管財人が破産手続中
に区分建物を放棄した場合、放棄後に生ずる
管理費等については、破産法や民事執行法に
特別の手当がないため、買受人が代位弁済し
た管理費等を求償請求した場合、前所有者は、
これを支払うべき義務を負うとした事例（東
京高裁　平23年11月16日判決　判例時報2135
号56頁）

１　事案の概要

Ｙは、本件区分所有建物（以下「本件建物」
と言う。）を所有し、平成18年８月１日から
管理費等の滞納をしていたところ、同年11月
14日、Ｙについて破産手続開始決定がなされ、
破産管財人が専任された。

平成19年３月13日、破産管財人が本件建物
を破産財団から放棄し、これによって本件建
物はＹの自由財産となり、同日、破産手続廃
止決定がなされた。また、同日、Ｙに対する
免責許可決定がなされ、確定した。

買受人Ｘは、同年７月18日、競売手続によ
り、本件建物の所有権を取得し、本件建物の
管理組合に対し、平成18年８月１日から平成
19年７月17日までの管理費等の滞納分合計
716,000円を支払い、Ｙに請求した。

原審は、求償にかかる管理費等を、その発
生時期により、①破産手続開始決定日までに

発生したもの、②同日から本件建物が破産財
団から放棄されるまでに発生したもの、③放
棄後、Ｘが本件建物を取得するまでに発生し
たものに区分けし、そのうち①については、
破産債権であり（破産法２条５項）、Ｙにつ
いて免責許可決定が確定し、その責任を免れ
ている（破産法253条１項本文）から、Ｘの
弁済によってＹが利得を得るものではないこ
と、②については、「破産財団の管理」に関
する費用（破産法148条１項２号）に該当す
る財団債権であり、破産者であるＹは責任を
負わないことから、いずれもＸのＹに対する
求償権は認めなかった。しかし、③について
は、Ｙは本件建物の所有者として支払い義務
を負い、同建物の特定承継人として当該管理
費等の弁済をした（建物区分所有法８条）Ｘ
はＹに求償できるとして、当該部分の請求

（258,000円）を容認した。
Ｙは、Ｘによる求償を認めることが、破産

者の経済的再生を妨げ、破産法１条の趣旨に
反すること、Ｙは破産管財人による任意売却
に協力すべく本件建物から転居しており、財
団放棄後に管理処分権がＹに復帰するとして
も競売手続き中の再利用は困難であり、管理
費等の増加に責任を負わないこと、Ｘは競落
前に管理費等の滞納状況を知ることができ、
滞納管理費等が売却基準価額から減価されて
いることから不利益を回避でき、求償権の行
使を認める必要性に乏しいこと、本件求償権
を認めることは破産管財人等の立場からみて
も不合理であることなどを理由に上告した。

最近の判例から ⒂−破産者への求償請求−

破産財団から放棄された区分所有建物に発生した費用につ
いて、買受人から破産者への求償請求が認められた事例

（東京高判　平２３・１１・１６　判時２１３５-５６）　河内 元太郎
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２　判決の要旨

裁判所はＹの上告理由について次のように
判示して上告を棄却した。

原審の適法に確定した事実関係において
は、所論の点に関する原審の判断は、正当と
して是認することができ、原判決に所論の違
法はない。本件のように、破産者が滞納して
いた区分建物の管理費等については、破産手
続開始前のものは、破産債権として免責の対
象となり、また、同手続開始後のものについ
ても、当該区分建物が破産財団の一部として
存在する限り、破産法148条１項２号にいう

「破産財団の管理に関する費用」に該当し、
財団債権となるから、破産者がこれを弁済す
る義務を負わない。他方、破産管財人が破産
手続中に区分建物を放棄した場合、放棄後に
生ずる管理費等については、破産法や民事執
行法に特別の手当がないため、破産者が義務
を負わないとする法律上の根拠に欠け、この
ため、競売手続において買い受けた者が、代
位弁済した管理費等を求償請求した場合、破
産者は、これを支払うべき義務を負うことに
なる。この場合、破産者が権利濫用や信義則
の法理によりこれを免れることができるかど
うかが問題となるが、買受人は、管理費等の
滞納があることを知りつつ区分建物を買い受
けたとしても、そのことを理由に、元所有者
に対する求償権を失うべきものではない。元
所有者に支払能力がなく、求償請求に対して
弁済できなくても、そのことは事実上のもの
であって、権利の存否にかかわりないことで
ある。元所有者が破産手続開始決定を受けた
ときは、登記記録を見ることや、現況調査報
告書によっても、買受人は、元所有者が破産
手続開始決定を受けたことを知ることができ
る。しかしながら、買受人は、元所有者が同
決定及び免責許可決定を受けたことにより、

上記破産法上の制限のため求償権の行使を阻
まれることを甘受すべきであるとしても、法
律上の制限のないものについても、その行使
を制限されるべきであるとはいうことができ
ない。Ｙは、破産法１条の趣旨から、信義則
又は権利濫用の法理により破産者が義務を負
わないものとすべきであると主張するが、区
分建物が破産財団から放棄された場合、破産
者は当該区分建物を自由に使用収益処分する
地位を与えられることにかんがみれば、一律
に権利濫用等の法理を適用することは相当と
いうことができない。Ｙの主張は、立法論と
しては傾聴に値するとしても、信義則を含む
現行法の解釈としては、いささか無理があり、
これを採用することができない。競売手続に
おいて元所有者が占有した状態で売却された
場合、買受人が常に引渡命令の申立てや明渡
しの強制執行をしなければならないものでは
ないから、Ｙが、破産管財人の要請に基づき
予め区分建物から退去していたとしても、そ
のことを理由として、Ｘによる本件求償金請
求が権利濫用等となるものではない。論旨
は、違憲をいう点を含め採用することができ
ない。

３　まとめ

本事案において、裁判所は、財団から放棄
された後の管理費等は破産者負担とした。

法解釈上当然の帰結と考えられるが、同様
の問題は不動産の固定資産税等が滞納されて
いれば起こりうる。また、契約の終期が迫っ
た定期借地上の建物が財団から放棄された場
合で、建物収去義務があれば、放棄後に発生
した収去費用について自由財産から捻出する
こととなる。裁判所が指摘するように、今後、
立法による手当や、競売等手続き上の手当の
要否等、興味深い事例だと考えられる。

（調査研究部調査役）
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隣接する土地（137番２と137番１）の境界
の確定を求めた事案において、主張する境界
が認められ、隣接する土地所有者の主張する
別件判決における土地の存在を否定した判決
の引用が否認された事例（東京地裁　平成23
年11月４日判決　ウエストロージャパン）

１　事案の概要

本件は、137番２の土地（以下「137番２の
土地」という。）を共有するＸらが、137番１
の土地（以下「137番１の土地」という。）を
共有するＹら及びＸらのうち、Ｙらに対し、
両土地の境界の確定を求めた事案である。
〇　前提事実：法務局に備えつけられている

地図に準ずる書面（以下「公図」という。）
において、137番１の土地は、西側で136番
２の土地（以下「136番２の土地」という。）
に接し、東側で137番２の土地及び137番３
の土地（以下「137番３の土地」という。）
に接しているように記載されている。
原告ら（Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３）は、137番２

の土地の持分各３分の１を有している。
被告Ｙ１は137番１の土地の持分２分の１

を、被告Ｙ２は同土地の持分４分の１を、原
告らは同土地の持分各12分の１をそれぞれ有
している。

原告ら及び被告Ｙ２は、被告Ｙ１に対し、
原告ら及び被告Ｙ２が137番１の土地の一部

（別紙図面１のＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ
１の各点を順次直線で結ぶ線で囲まれた部
分。以下「別件係争地」という。）を時効取

得したとして、別件係争地について所有権移
転登記手続を求める訴訟を提起した。被告Ｙ
１は、同訴訟において、137番１の土地は公
図に表示された位置には存在しないなどと主
張して争っている。
〇　以上の前提事実に基づき、原告ら及び被

告Ｙ１は以下の２点を争ったものである。
争点①　原告らは、137番２の土地と137番１

の土地は隣接地であり、原告らに訴えの利
益はあるから、訴えは適法であると主張。
被告Ｙ１は、昭和63年の土地所有権確認等
請求事件の判決（以下「別件判決」とい
う。）において明らかにされたとおり、137
番１の土地は、公図に表示された部分には
存在せず、137番２の土地と137番１の土地
は、互いに隣接地でない。従って、原告ら
と被告らには境界確定訴訟の当事者適格が
なく、本件訴えは不適法として却下される
べきであると主張。

争点②　原告らは、137番２の土地と137番１
の土地の境界は、別紙図面１のＰ３とＰ４
の各点を直線で結ぶ線であると主張。被告
Ｙ１は、別件判決において明らかなとおり、
137番１の土地は、公図に表示された部分
には存在しないと主張。

２　判決の要旨

裁判所は、以下のとおり判示して、原告の
主張を認容して境界を確定した。
〇　証拠及び弁論の全趣旨から、137番２の

土地上には、原告らの所有する共同住宅が

最近の判例から ⒃−境界確定−

公図上に記載された土地に係る境界確定の訴えが認
められた事例

（東京地判　平２３・１１・４　ウエストロージャパン）　新井 勇次
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存在し、同共同住宅の敷地として用いられ
ている土地（以下「原告ら現況敷地」とい
う。）の西側線は、南北方向に通ずる私道

（以下「本件私道」という。）上に境界線と
して設置された万年塀（以下「本件万年塀」
という。）の東側線まで及んでいる。即ち、
別件係争地は原告ら現況敷地の一部である
と認定できる。

〇　争点①について
認定事実によれば、137番２の土地と137番

１の土地は隣接地であると認められる（別件
判決との関係については、後記争点②⑵のと
おり）。したがって、隣接する両土地の所有
者（共有者）である原告らと被告らには境界
確定訴訟の当事者適格があり、また、被告Ｙ
１は原告ら主張の境界線を争っており、原告
らには訴えの利益があるといえるから、本件
訴えは適法である。
〇　争点②（137番２の土地と137番１の土地

との境界はどこか）について
⑴　認定事実によれば、137番１の土地の範

囲は、土地家屋調査士Ｄ作成の意見書のと
おり、別紙図面１のＰ６、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、
Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６の各点を順次直線で結ぶ
線に囲まれた部分であると認められ、これ
を覆すに足りる証拠はない。
⑵　これに対し、被告Ｙ１は、「別件判決に

おいて明らかにされたとおり、137番１の
土地は、公図に表示された部分には存在し
ない。」旨を主張し、証拠として、別件判
決を提出する。
しかしながら、別の当事者間の別件判決に

おいて、137番１の土地が公図に表示された
部分には存在しない旨の判示があるからと
いって、そのことから直ちに本件訴訟におい
て同旨の認定ができるわけではないところ、
被告Ｙ１は、証拠として別件判決を提出する
にとどまり、別件判決の基礎となった資料を

提出しないから、上記⑴の認定を覆すに足り
る証拠はないというほかない。したがって、
被告Ｙ１の上記主張は採用できない。
⑶　以上によれば、137番２の土地と137番１

の土地との境界は、別紙図面１のＰ３及び
Ｐ４の各点を直線で結ぶ線であると認めら
れる。

３　まとめ

相続等で承継された土地で、私道等に接し
た幅の狭い土地の境界や所有権をめぐる係争
は少なくない。本件も、相続で継承した、幅
が２ｍ程度の細長い土地に係る公図上の地番
の存在及びその土地との隣接地の境界の確定
をめぐる判決例である。土地家屋調査士の作
成した復元図をもとに、原告の主張が認めら
れ、別件判決を単純に引用して、公図上の地
番該当地が実在しないとした被告の主張が退
けられたものであり、事例として参考になる。
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マンションの２階202号室に居住する夫妻
が、階下の102号室居住者は、202号室から騒
音が発生しているとして、本件マンションの
管理組合の総会等において夫妻の名誉を毀損
する発言をし、夫妻に対し執拗に苦情を申立
て、夫妻の名誉感情を侵害したと主張して、
階下の住人に対し、不法行為による損害賠償
及び謝罪文の交付を求めた（本訴）のに対し、
階下の住人が、202号室から受任限度を超え
る騒音が発生していると主張して、夫妻に対
し、不法行為による損害賠償を求めた（反訴）
事案において、本訴請求を一部認容する一方、
反訴請求を棄却した事例（東京地裁　平23年
10月13日判決　ウエストロージャパン）

１　事案の概要

階下の住人Ｙは、平成13年以前から、202
号室のほぼ真下の102号室に居住していた。
202号室に居住する夫妻Ｘは、平成13年８月
から10月15日までの期間、202号室の床を木
製のフローリングにする工事を行った。平成
16年７月ころ、管理規約に基づく使用規則が
定められ、床をフローリングにする工事は１
階住戸のみ許可するものとされた。Ｘは、平
成19年11月16日から12月25日まで、202号室
の厨房・食堂の改装工事を行い、平成20年２
月４日から３月19日まで、202号室の浴室・
洗面の改装工事を行った。

平成20年３月25日、ＹはＸに宛て、202号
室からの騒音に困惑していることを記載した
手紙を出し、同月26日、Ｘはこれに対し、フ

ローリングの上にカーペットを敷き、音に注
意して生活している旨手紙で説明した。Ｙは、
平成20年６月から、管理人を通じて、苦情を
申し立て始めた。

ＸとＹは、平成20年６月18日、管理組合理
事長等が立ち会い、騒音問題に関して協議し、
同月26日、管理組合の定期総会において、本
件騒音問題が議題として取り上げられた。同
年８月22日、音響設計会社が調査を行い、本
件マンションの床・壁のコンクリートの厚さ
等は一般的であること、工事の前後で遮音性
能に大きな差が生じる要因は見当たらない
が、対策としては、床上に衝撃吸収性のある
カーペットの下地を挿入することが考えられ
ることなどが報告された。

その後もＹは、管理人を通じて苦情を申し
立て、同年11月13日、管理組合の理事長は、
Ｘに対し、「管理規約及び使用細則を遵守し、
工事を実施してください。」などと記載した
勧告書を発した。

同年12月16日、本件騒音問題が管理組合の
臨時総会の議題に取り上げられ、平成21年１
月23日、管理組合理事長は、Ｘに対し、「臨
時総会において決議された事項（現在発生し
ている問題（音）について対処すること）に
関して対処すること。」などと記載した勧告
書を発した。

２判決の要旨

裁判所は次のように判示し、Ｘの請求を一
部認容し、Ｙの請求を棄却した。

最近の判例から ⒄−騒音問題と名誉毀損−

受忍限度を超える騒音の発生は認められず、執拗な
苦情申し立て等は名誉感情を侵害すると認めた事例

（東京地判　平２３・１０・１３　ウエストロージャパン）　河内 元太郎
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⑴　名誉毀損の成否
Ｙが管理組合の役員や管理会社の面前、管

理組合の総会で発言した内容は、マンション
の住人らに対して、Ｘが、Ｙに被害を与えて
いるという印象を与えるものであり、Ｘの社
会的評価を低下させるものである。
⑵　名誉感情の侵害の有無

Ｙが、Ｘに対し、平成20年６月から平成21
年３月にかけて、管理人を通じ、申し立てた
苦情の中には、Ｘに対する誹謗中傷とも受け
止められる表現が多く含まれ、それらの苦情
が非常に多数回にわたって申し立てられたこ
とを考慮すると、Ｙの上記苦情は、社会通念
上許される限度を超え、Ｘの名誉感情を侵害
するものであったといわざるを得ない。
⑶　違法性阻却事由の有無

Ｙから苦情が出され始めたのは平成20年の
改装工事が終了してからであり、Ｙの主張す
る騒音が、平成13年に行われた202号室床の
フローリングへの変更に起因するものである
と推認することはできない。平成19年、平成
20年の改装工事では、マンションの躯体に関
わる給排水管の工事がされた事実はうかがわ
れず、102号室に流水音が伝わりやすくなっ
たとは考えにくい。

Ｙは、Ｘが202号室に不在であった期間中
も、複数回にわたり、管理人を通じて苦情を
申し立てており、102号室において何らかの
音が聞こえるとしても、それが202号室から
発生するものであるとは想定し難い。平成19
年及び平成20年の改装工事について、Ｘが管
理組合に提出した書類に不備があったとして
も、そもそも、Ｙの発言や苦情の内容が客観
的事実に基づくものであるとは認められない
ことを考慮すると、Ｙの行為が正当な行為で
あったということはできない。
⑷　Ｘの損害額等について

Ｘは、Ｙの発言によって、Ｙに被害を与え

ている加害者であるという印象を与えられ、
名誉を毀損され、多数回にわたる苦情の申立
てにより、名誉感情を侵害されたものであっ
て、精神的苦痛を被ったと認められる。

他方、Ｙの発言内容は、概ね、マンション
の住人や管理会社の従業員らという一定の範
囲の者に限って認識されるものであったと考
えられること、その他、諸般の事情を総合的
に考慮すれば、Ｘが被った精神的苦痛を慰謝
するに足りる慰謝料は、Ｘそれぞれについて
30万円が相当であり、これと因果関係のある
弁護士費用としては、それぞれ３万円が相当
というべきである。

Ｘの名誉を回復するために、慰謝料に加え
て、Ｙが謝罪文をＸ及び管理組合の理事長に
交付する必要性があるとは認められない。
⑸　受認限度を超える騒音の発生の有無

Ｘが、平成20年の改装工事において受忍限
度を超える騒音を発生させたと認めるに足り
る証拠はないし、その後、202号室から様々
な騒音を発生させている事実は認められな
い。

３　まとめ

本事案では、Ｙの騒音の苦情申し立て等は
客観的事実に基づくものでなく、逆に限度を
超えた申し立て等が名誉、名誉感情の侵害に
当たるとされた。

騒音被害が受忍限度を超えるか否かについ
ては、騒音の測定値が条例の定めを超える
等、客観的な数値等が判断材料とされている
ところであり、マンション上階の幼児による
騒音被害を認めた事例（東京地裁H19.10.3判
決　RETIO71-78）や、アパート下階の住人の
放歌高吟が受忍限度を超える騒音として認め
られた事例（東京地裁H20.10.29判決 RETIO 
82-172）についても参考とされたい。
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マンションの管理組合が、分譲業者に対
し、標準仕様書等の図書につき、これらがマ
ンションの管理の適正化の推進に関する法律
施行規則102条に規定する図書であるとして、
その交付を求めた事案において、標準仕様書
のみが規定の図書に該当し、その余の図書は
該当しないとして、管理組合の請求を一部認
容した事例（東京地裁　平成23年９月30日判
決　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

本件建物は、平成19年６月に分譲業者Ｙを
販売主として竣工された建物であり、同年７
月25日から区分所有者に対して引渡しがされ
た｡ 本件建物の区分所有者は、平成19年10月
29日、建物の区分所有等に関する法律25条１
項の管理者として管理組合Ｘの理事長を選任
した。Ｙは、Ｘに対し、本件建物の竣工図を
交付した（以下、Ｘに交付された竣工図を「本
件竣工図」という。）が、Ｘは、甲社標準仕
様書、標準仕様書、現場説明書、追加説明書
及び質疑応答書、甲社品質管理基準の交付を
請求した。

２　判決の要旨

裁判所は次のとおり判示しＸの請求を一部
認容した。
⑴　マンションの適正な管理のためには計画
的な維持修繕を行う必要があり、設計図書が
ないと維持修繕に支障を来すことから、マ
ンションの管理の適正化の推進に関する法

律（以下「法」という。）103条１項は、マン
ションの分譲業者に設計図書の交付を義務づ
けたものである。そして、マンションの維持
修繕を行うためには工事が完了した時点のマ
ンションの状況や構造が明らかとなる必要が
あり、かつ、それで足りることから、マン
ションの管理の適正化の推進に関する法律施
行規則（以下「規則」という。）102条は、マ
ンションの分譲業者が交付すべき設計図書に
ついて、「工事が完了した時点」の建物及び
その附属施設に係る図書としている。

ところで、規則102条がマンションの分譲
業者に交付を義務づける図書を限定的に列挙
していることからすると、規則102条の図書
に該当するか否かは基本的に同条各号に列挙
された図書に該当するか否かにより判断すべ
きであるが、同条各号に列挙された図書に該
当するか否かは、名称ではなく、その内容に
よって判断すべきである。
⑵　本件竣工図は、当初の設計時点の設計図
書を基本としつつ、その後修正・変更を反映
させて作成されていることから、特記仕様書
No. １にはＸが請求する図書が特記仕様書に
優先ないし同格の適用関係にある旨の記載が
残されているが、その記載はあくまでも当初
の設計時点での設計図書の優先順位を記載し
たものであり、直ちに、これらの図書が規則
102条の図書に該当するということはできな
い。
⑶　甲社標準仕様書は、Ｙがマンションを建
築するに当たり物件ごとの標準仕様書を作成

最近の判例から ⒅−設計図書等の交付義務−

マンション管理適正化法施行規則 102 条に規定する
図書として、標準仕様書の交付請求を認めた事例

（東京地判　平２３・９・３０　ウエストロージャパン）　河内 元太郎
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するために予め設計者及び施工者に対する指
示事項を網羅して作成したものであり、それ
らの指示項目のうちどの項目が当該物件に適
用されるかが決定されて初めて当該物件に係
る標準仕様書が作成されることになるから、
甲社標準仕様書それ自体は、本件建物及びそ
の附属施設に係る図書ということはできな
い。
⑷　本件における標準仕様書は、本件建物の
建築のために作成されたものであるから、本
件建物及びその付属建物に係る図書である。

標準仕様書は、設計者が関与して仕様書と
いう名称を付した以上、当該物件の工事に関
する設計者の指示を内容とするものである。

実際、本件建物の設計者が作成した各特記
仕様書においては、件建物の工事の仕様につ
いて標準仕様書が具体的に引用されているこ
とが認められ、本件建物に関する標準仕様書
は仕様書に当たる。

標準仕様書の引用部分は、修正・変更され
ずに、そのまま本件竣工図の一部を構成する
各特記仕様書に記載されている。そして、そ
れらの各特記仕様書の引用する標準仕様書と
異なる施工がされたことは何ら立証されてい
ないから、本件建物に係る標準仕様書は、本
件建物の工事が完了した時点の図書であると
認めるのが相当である。

したがって、本件建物に係る標準仕様書は、
規則102条３号の仕様書に該当する。
⑸　現場説明書は、工事の契約条件、工事条
件等の説明を内容とするものであり、追加説
明書は現場説明書の内容を補充するものであ
り、質疑応答書はそれらに関する質問に対す
る回答を内容とするものである。

したがって、これらの図書は、作成される
時期からみても、その内容からみても、工事
が完了した時点の建物の状況や構造を表すも
のとは言い難い。また、仮にこれらの図書が

設計図又は仕様書の内容を修正・変更するも
のであったとしても、設計図や仕様書は当初
のものから適宜修正・変更されて最終的な竣
工図が作成されるのであるから、竣工図とは
別にこれらの図書を交付すべき理由がない。

したがって、現場説明書、追加説明書及び
質疑応答書が規則102条の仕様書に該当する
とは認められない。
⑹　甲社品質管理基準は、設計及び施工に際
して標準仕様書及び特記仕様書の内容が正し
く反映されているかを確認する方法を示した
ものであり、工事が完了した時点の本件建物
の状況や構造を記載した書面ではないから、
規則102条の図書に該当するとは認められな
い。
⑺　よって、Ｘの請求は、本件建物に係る標
準仕様書の交付を求める限度で理由があるか
らこれを認容し、その余は理由がないからこ
れを棄却する。

３　まとめ

マンション管理適正化法103条１項、同法
規則102条に規定する分譲を行った宅建業者
が管理組合に交付すべき図書の判断基準につ
いて詳細に述べられており、今後、同種の事
案において参考となる事例である。

また、法103条において、形式的な図書の
交付のみならず、建物の管理が管理組合に円
滑に引き継がれるよう努める義務も定められ
ていることにも留意すべきである。

なお、国土交通省において、当該図書の範
囲について明確化を図るため、平成24年９月
４日、「宅建業法の解釈・運用の考え方」に
説明の追記を行ったところである。その中で、
当該図書は名称ではなく内容で判断し、他の
図書を引用している場合は当該引用部分も含
める旨説明されている。


